
１　事業の目的及び運営の方針
　　（１）　事業の目的
　　　　　社会福祉法人山形が開設するサンシャイン大森デイサービスセンターが行う指定通所介護の事業及び
　　　　指定介護予防通所介護の事業の適正な運営を確保するために人員及び管理運営に関する事項を定め、
　　　　事業所の生活相談員・看護職員・介護職員・機能訓練指導員・管理栄養士が、要介護状態にある高齢者
　　　　に対し、適正な指定通所介護を提供することを目的とする。

　　（２）　運営の方針
　　　　　要介護者などの心身の特性を踏まえて、その有する能力に応じて自立した日常生活を営むこと
　　　　ができるよう、必要な日常生活の世話及び機能訓練を行うことにより、ご利用者の社会的孤独感の解消
　　　　及び心身の機能維持・改善・向上並びにご利用者のご家族の身体的及び精神的負担の軽減を図るなど
　　　　サービスの提供に努めるものとする。また、関係市町村、地域の保健・医療・福祉サービスとの綿密な連
　　　　携を図りサービスの提供に努める。

２　当事業所の概要
　　（１）　提供できるサービスの種類と地域

事業所名 　サンシャイン大森デイサービスセンター
　〒９９０－２２３１
　　　　山形市大字大森２１３９番地１
電話番号 　　０２３－６８５－１２２３

指定番号 　通所介護　　　（山形県０６７０１００３１２号）
通常の事業の実施地域 　山形市　天童市
 (注）　上記地域以外の方でも、ご希望の方はご相談ください。

　　（２）　当事業所の職員体制は次のとおりとする
通所介護
職種

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
1名以上
（介護職員と兼務可）

1名（非常勤）

2名以上
（生活相談員と兼務可）

看護職員

利用者の心身の状況等を的確に把
握し、日常生活上の健康管理、介
護、処置、その他の必要な業務の提
供を行います。

指定通所介護の利用申し込みに係
る調整、ご利用者の日常生活上の
介護、その他の必要な業務の提供
を行います。

介護職員

１名

生活相談員

利用者の心身の状況等を的確に把
握し、日常生活上の介護、健康管
理、その他の必要な業務の提供を
行います。

通所介護重要事項説明書

所在地

職員数 職務内容

管理者 (生活相談員、介護職員と兼務)

事業所の従事者の管理、通所介護
の利用申し込みに係る調整、業務
の実施状況の把握、その他の管理
を一元的に行います。
⇒事業所の業務を統括する。



2名（理学療法士・常勤）
　　 (作業療法士・非常勤)

1名
（同一敷地内の他事業所と兼務）

　　（３）　職種別勤務時間
早番
日勤
遅番

　　（４）　当事業所の設備の概要
定員 静養室 ４３．５㎡
デイルーム 相談室 ２３．４㎡

送迎車 ３台
ベット ５台

　　（５）　営業時間　（サービス提供時間）
月～金

毎週土・日曜日、１月１日から１月３日は休業
サービス延長時間：前１時間４５分～後４時間４５分、受け入れ可能
送迎時に実施した居宅内介助(電気の消灯・点灯、ベットへの移乗、施錠等)も
所要時間に含まれます。

利用者の自宅の玄関先まで、当事業所の車両で送迎いたします。

利用者の身のまわりのお世話をさせていただきます。

当事業所に到着後、血圧、体温等の健康チェックをいたします。

体調不良時は、状態によりご家族にご連絡いたします。

バランスのとれた栄養のある食事を準備しております。

生活全般における相談等をお受けします。

10　機能訓練
一人ひとりの状態に合わせた、日常生活における訓練、体操などを
行います。

直し等を実施いたします。

８　入浴介助

介護の知識、技術の習得、相談等利用者の家族を対象に行って

おります。なお、ご案内はその都度配布いたします。

自宅で入浴が困難な方など常時、清潔に過ごしていただけるように

入浴の介助をいたします。

低栄養状態にある方、又はそのおそれのある方に対し、栄養ケア計
画を作成し、これに基づく適切なサービス定期的な評価と計画の見

８時３０分から１７時３０分

内　　容サービス

午前10時00分～午後16時15分

２０名

管理
栄養士

日常生活を営むのに必要な心身機
能の低下の防止、及び維持回復を
図るために必要な訓練を行います。

１６４．４７㎡

１０時００分から１９時００分

栄養ケア・マネジメントを実施し、利
用者の栄養状態の改善を行いま
す。

特殊浴槽１ヶ所
一般浴槽１ヶ所

生活相談員、看護職員、介護職員、機能訓練指導員、管理栄養士

浴室

８時００分から１７時００分

機能訓練
指導員

一般型

6　生活指導

3　健康状態確認

4　入浴

5　食事提供サービス

３　通所介護サービスの内容

1　送迎

９　栄養改善

一般の大型浴槽の他、車椅子をご利用の方も安心して入れる特殊
浴槽もあります。

2　介護サービス

7　介護方法の指導



４　利用料

　　（１）　通所介護費
①基本料金

１割負担額 ２割負担額 ３割負担額

３，５０４円

通
所
介
護
費

要介護　１

要介護　２

要介護　３

要介護　４

要介護　５

　　１０，４１０円/日

７９１円

９１５円

１，０４１円

要介護　２

要介護　３

6時間以上
7時間未満

　　１０，０８０円/日

　　７，９６０円/日

　　９，０１０円/日

５８４円

７９６円

２，３７３円

１，１６８円

１，３７８円

１，７５２円

２，０６７円

１，５９２円 ２，３８８円

２，００７円

２，０１６円

１，８０２円

要介護　４

要介護　５ 　　１１，６８０円/日

１，１１０円

３時間以上
4時間未満

１，０６６円

７４０円３７０円

４２３円

４７９円

８４６円

要介護　５

要介護　１

２，３３６円

要介護　２

要介護　１

１，５８２円

　　９，１５０円/日

　　７，９１０円/日

　　６，６９０円/日

２，７０３円

８８０円

３，０２４円

１，８５１円

要介護　３

要介護　５

１，９６８円

２，６４０円

１，６８０円

　　６，７３０円/日

　　５，６００円/日

１，３４６円

１，５５４円

7時間以上
8時間未満

要介護　５

5時間以上
6時間未満

　　７，７７０円/日

　　９，８４０円/日

７７６円

4時間以上
5時間未満

要介護　２

１，００４円

　　５，８８０円/日

　　３，８８０円/日

　　４，４４０円/日 ８８８円

１，１２０円

１，２３４円

１０割分（介護保険分含む）

　　３，７００円/日

　　５，０２０円/日

要介護　３

要介護　４

要介護　１

要介護　２

要介護　４

要介護　１ 　　５，７００円/日

要介護　３

　　４，２３０円/日 １，２６９円

１，４３７円

１，５９９円

１，７６４円

　　４，７９０円/日

　　５，３３０円/日 ５３３円

５８８円

１，１６４円

９５８円

１，１７６円

１，３３２円

１，５０６円

　　６，８９０円/日

　　５，８４０円/日

２，３３１円

１，７１０円

２，０１９円

１，３３８円

５７０円

６７３円

７７７円

９８４円

２，０８２円 ３，１２３円

２，９５２円

１，７６０円

１,００８円

６６９円

３８８円

４４４円

５０２円

５６０円

６８９円

６１７円

　　８，８００円/日

　　６，１７０円/日

１，８３０円 ２，７４５円

１，１６８円

要介護　４

１，１4０円

９０１円



②加算
１割負担額 ２割負担額 3割負担額

５６円 １１２円 １６８円

２０円 ４０円 ６０円

４０円 ８０円 １２０円

※個別機能訓練加算とは、利用日に個別の機能訓練を実施した場合に対象となるものです。
※送迎未実施減算とは、事業所側の送迎が実施されない場合(家族が送迎を行う場合等)に
　対象となるものです。

※介護職員等処遇改善加算(Ⅰ)に関しては、介護職員の処遇改善を目指した加算になります。

※上記の利用料は、厚生労働大臣が定める基準による額であり、介護保険分を合わせた額と

　なります。実際にお支払いいただく料金は１～３割分となります。

※所要時間の延長は（９時間以上１０時間未満の場合５０円、１０時間以上１１時間未満の場合

　１００円、１１時間以上１２時間未満の場合１５０円、１２時間以上１３時間未満の場合２００円、

　１３時間以上１４時間未満の場合２５０円）の料金が追加されます。

③その他費用

※その他、おむつ代、レクリエーションにかかる費用又は、外食会の費用等は別途料金となる
　こともありますので、ご了承ください。

１ヶ月ごとの利用料金を合計し、毎月１５日まで請求書を郵送させていただき翌月２６日

(金融機関の休業日にあたる時は翌営業日)にご指定の口座より引き落としをさせて

いただきます(きらやか銀行手数料110円、その他銀行手数料143円)。 
領収書に関しましては、支払確認後、翌月請求書と一緒に郵送させていただきます。

食事提供費

個別機能訓練加算Ⅰ1

個別機能訓練加算Ⅱ

科学的介護推進体
制加算

５６０円/日

２００円/月

４００円/月

所定単位×９２/１０００(９．２%)

６６円２２円

（３）　支払方法

サービス提供体制
強化加算（Ⅰ）

－９４円送迎未実施減算

８０円

－４７円

２２０円/回

４０円

４４円

－１４１円

12０円４００円/日

１０割分（介護保険分含む）

入浴介助加算

４７０円/片道の減算

介護職員等処遇
改善加算(Ⅱ)

（全額自己負担額となります。）

昼食　７７０円　　



５　サービスの利用方法
　　（１）　サービスの利用方法

電話等でお申し込みください。当事業所の職員がお伺いいたします。
通所介護計画作成と同時に契約を結び、サービスの提供を開始します。
居宅サービス計画の作成を依頼している場合は、事前に介護支援専門員とご相談ください。

　　（２）　サービスの終了

①利用のご都合でサービスを終了する場合

　　サービスの終了を希望する日の１週間前までに文書にてお申し出ください。

②当事業所の都合でサービスを終了する場合

　　人員不足等でやむを得ない事情により、サービスの提供を終了させていただく場合が

　　ございます。その場合は、終了１ヶ月前までに文書にて通知いたします。

③自動終了
　　次の場合は、双方の通知がなくとも、自動的にサービスを終了いたします。
　　　・利用者が介護保険施設に入所した場合
　　　・介護保険給付でサービスを受けていたご利用者の要介護認定区分が、非該当（自立）と
　　　　認定された場合（この場合、条件を変更して再度契約することができます）
　　　・利用者が死亡した場合

④その他
イ　次の場合は、ご利用者は文書で解約を通知することにより、即座にサービスを終了すること
　　ができます。

　　　・当事業所が正当な理由なくサービスを提供しない場合

　　　・守秘義務に反した場合
　　　・利用者や家族などに対して社会通念を逸脱する行為を行った場合
　　　・当事業所が破産した場合

ロ　次の場合、当事業所は、文書で通知することにより、即座にこの契約を終了させていただく

　　場合がございます。
　　　・利用者や家族などが当事業所や当事業所のサービス従業者に対して本契約を継続し
　　　　難い背信行為を行った場合

６　サービス利用に当たっての留意事項

送迎時、サービス利用時に実施いたします。

担当の介護支援専門員にご相談ください。

サービスの中止・変更

体調確認

担当の介護支援専門員、又、家族にご連絡の上、適切に
対応いたします。

時間変更

体調不良等による



７　緊急時における対応方法
ご利用中に容体の急変等があった場合は、事前の確認事項に基づき、緊急連絡先、主治医、
担当の介護支援専門員等へ連絡し、相談、対応させていただきます。

＜緊急連絡先＞

　　　　　　　　　　　①　　①

　　②

＜主冶医＞

８　事故発生時の対応及び損害賠償
①当事業所は利用者に対する通所介護支援の提供により事故が発生した場合には、速やかに
　県市町村、利用者のご家族、居宅介護支援事業者に連絡を行うとともに、必要な措置を講じます。
②当事業所は利用者に対する通所介護支援の提供に伴って、自己の責めに帰すべき理由により
　利用者の生命、身体、財産に損害を及ぼした場合は、利用者に対してその損害を賠償します。

９　非常災害対策

設備名称 個数等 個数等
スプリンクラー ７１個 設備名称 １ヶ所

自動火災報知機 ３ヶ所 室内消火栓 １ヶ所
誘導灯 ２ヶ所 非常通報装置

消防署届出：平成２９年５月１日

今田　勝利

別途定める「サンシャイン大森消防計画書」により対応します。

防災訓練

消防計画

氏　名 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　続柄（　　　　　)　

住　所

電話番号

氏　名

防火管理者

別途定める「サンシャイン大森消防計画書」により、年４回非難訓練を
利用者参加のうえ実施します。

医療機関名称

氏　名

住　所

電話番号

非常災害時の対応

防災設備

住　所

電話番号

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　続柄（　　　　　)　



１０　虐待の防止について

当事業所は、利用者等の人権の擁護・虐待防止のために、つぎに掲げるとおり必要な措置を講じ

ます。

1 虐待防止に関する責任者及び担当者を選定しています。

虐待防止に関する担当者　：　斎藤　大知

虐待防止に関する責任者　：　菱沼　松子

2 成年後見人制度の利用を支援します。

3

4 苦情解決体制を整備しています。

１１　サービスの内容に関する相談・苦情

　　（１）　事業所は、その提供したサービスに関する契約者等からの苦情に対して、苦情を受け付ける窓口を
 　　　　　設置して、適切に対応するものとします。

申出方法・受付時間
1
2
3
4
5

　　（２）　当事業所以外に、市町村の相談・苦情窓口や国民健康保険団体連合会に苦情を伝えることができます。
　福祉推進部　介護保険課　　０２３－６４１－１２１２
　健康福祉部　保険給付課　　０２３－６５４－１１１１
　介護保険課　介護サービス推進室(苦情処理専用）

従業者に対する虐待防止を啓発・普及するための研修を実施し、研修を通じ
て、従業者の人権意識の向上や知識や技術の向上に努めます。

苦情解決責任者

山形市役所

苦情受付担当者 阿部　弘樹

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　０２３７－８７－８００６　
国民健康保険団体
連合会

天童市役所

　苦情解決責任者は、苦情受付担当者の報告に基づき、苦情処理委員会を招集し苦情解決
の最善策の立案・検討をするとともに、再発防止及び施設内水平展開を実施します。

午前９時～午後５時
                             　　 渡邉　美津子　様 午前９時～午後５時
第三者委員による受付　：　荒木　昭雄　様　

書面、FAXによる場合（受付FAX番号　０２３－６８５－１２２７） ２４時間
E‐mailによる場合（アドレス　sunshine@ic-net.or.jp）

施設内において面接による場合 午前９時～午後５時
電話による場合（受付電話番号　０２３－６８５－１２２５） 午前９時～午後５時

２４時間

菱沼　松子



説明日　　　　　　　年　　　月　　　日

　通所介護の提供にあたり、利用者に対して本書面に基づき重要な事項を
説明しました。

＜事業所所在地＞ 〒９９０－２２３１
山形市大字大森２１３９番地１

＜事業所名＞ サンシャイン大森　デイサービスセンター

＜説明者＞ 所　属　　　　　デイサービスセンター

氏　名
印

　私は、本書面により、事業者から通所介護についての重要事項説明を受け、同意
し、受領いたしました。

＜契約者＞ 〒　　　　　-
住　所

氏　名
印

＜代理人＞ 〒　　　　　-

住　所

氏　名

印

続柄（　　　　　　　　　　）


